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衆
議
院
議
員
保
坂
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人
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提
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収
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弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
刑
事
施
設
（
東
京
拘
置
所
）
被
収
容
者
の
給
養
水
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
被
収
容
者
一
人
一
日
当
た
り
の
収
容
費
の
使
途
別
内
訳
（
平
成
十
七
年
度
予
算
）
」
（
以
下
「
資
料
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
「
刑
務
所
」
に
は
拘
置
所
を
含
ん
で
お
り
、
そ
こ
で
記
載
さ
れ
て
い
る
各
金
額
は
、
全
国
の
刑
務
所
、
少

年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
度
予
算
に
お
け
る
被
収
容
者
の
収
容
に
必
要
な
経
費
、
被
収
容
者
の
予
算

人
員
と
年
間
の
日
数
か
ら
算
出
し
た
額
で
あ
る
。

な
お
、
資
料
に
お
け
る
被
収
容
者
「
一
人
一
日
当
た
り
経
費
」
は
、
「
千
二
百
五
十
九
円
」
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

資
料
に
お
け
る
「
光
熱
水
料
二
百
五
十
四
円
」
と
「
燃
料
費
五
十
三
円
」
は
、
被
収
容
者
の
生
活
に
か
か
わ
る
経
費
を
計

上
す
る
予
算
科
目
で
あ
る
（
目
）
収
容
諸
費
を
基
に
算
出
し
た
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
被
収
容
者
の
生
活

費
と
し
て
評
価
し
得
な
い
経
費
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
電
気
料
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
九
・
七
円
、
同
年

一



七
月
か
ら
九
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
十
・
六
五
円
、
同
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
八
・
八
五
円
、
平
成
十
七
年
一

月
か
ら
三
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
九
・
〇
三
円
で
あ
る
。

水
道
料
金
の
う
ち
、
上
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

四
百
十
五
円
、
平
成
十
七
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
四
百
四
円
で
あ
り
、
下
水
道
に
つ

い
て
は
、
排
出
量
零
か
ら
八
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
五
百
六
十
円
、
九
か
ら
二
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
一
立
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
百
十
円
、
二
十
一
か
ら
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
百
四
十
円
、
三
十
一

か
ら
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
百
七
十
円
、
五
十
一
か
ら
百
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
百
円
、
百
一
か
ら
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
百
三
十
円
、

二
百
一
か
ら
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
百
七
十
円
、
五
百
一
か
ら
千
立
方
メ
ー
ト
ル
に

あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
百
十
円
、
千
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
に
あ
っ
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
百
四

十
五
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
五
三
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
一

二



に
つ
い
て
で
述
べ
た
食
糧
費
四
百
九
十
四
円
、
被
服
費
十
五
円
及
び
備
品
消
耗
資
材
費
二
十
八
円
は
、
平
成
十
六
年
度
に
東

京
拘
置
所
が
支
出
し
た
被
収
容
者
に
対
す
る
給
養
に
係
る
歳
出
額
を
基
に
算
出
し
た
額
で
あ
る
の
に
対
し
、
資
料
に
記
載
さ

れ
て
い
る
「
光
熱
水
料
二
百
五
十
四
円
」
、
「
燃
料
費
五
十
三
円
」
及
び
「
そ
の
他
三
円
」
は
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ

た
よ
う
に
、
全
国
の
刑
務
所
等
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
度
予
算
を
基
に
算
出
し
た
額
で
あ
り
、
算
出
の
根
拠
が
異
な
る
上
、

被
収
容
者
に
対
す
る
給
養
に
係
る
歳
出
額
の
み
を
も
っ
て
、
被
収
容
者
の
生
活
水
準
を
判
断
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考

え
て
お
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
並
び
に
三
の
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

東
京
拘
置
所
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
被
収
容
者
の
食
糧
費
等
に
つ
い
て
は
、
食
材
等
を
一
括
し
て
大
量
に
発
注
し
、
こ

れ
を
同
拘
置
所
内
に
お
い
て
刑
務
作
業
に
よ
り
調
理
し
配
食
し
て
お
り
、
一
般
社
会
に
お
け
る
単
身
世
帯
の
者
が
食
事
を
調

達
す
る
場
合
に
比
べ
て
安
価
で
賄
え
る
こ
と
、
衣
類
、
寝
具
等
の
同
拘
置
所
に
お
け
る
日
常
生
活
に
必
要
な
物
品
で
被
収
容

者
に
貸
与
さ
れ
る
も
の
は
、
被
収
容
者
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
し
て
も
引
き
続
き
同
拘
置
所
内
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
等
に
か
ん
が
み
る
と
、
同
拘
置
所
に
お
け
る
被
収
容
者
に
対
す
る
給
養
に
係
る
歳
出
額
と
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
基
づ
く
単
身
世
帯
の
者
に
対
す
る
生
活
扶
助
の
基
準
額
と
を
比
較
し
、
そ
の
額
に
差
が
あ
る
こ
と

三



の
み
を
も
っ
て
、
同
拘
置
所
に
お
け
る
被
収
容
者
の
生
活
水
準
と
同
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
生
活
水
準
と
の
間
に
不
当
な
格

差
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
受
刑
者
、
未
決
拘
禁
者
、
死

刑
確
定
者
等
の
法
的
地
位
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
施
設
の
被
収
容
者
と
そ
の
他
の
国
民
と
の
間
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
の
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四


